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Abstract

Shirakawa-V^t¥T a也d Haguro―Weir are the water utility facilities to irrigate rice fields o川i Annogawa-

River川Ias川i of the Right Bank District ofAganogawa-River, and they also have the structures to overflow

the water when the flood runoff is larger than the design flood discharge or when it is predicted that the

川Iood i唱would collapse the downstrea山Icvcc.

However the operation rules of these weirs have not been widely recognized to the residents in this

basin, so that i川i emergency these weir阜have not been operated as rules and their functioi柑could川tot be

fulfilled enough―

River Act was amended in 1997 in order to add a forest belt as a川Iood control facility.which allows the

●　　　　―

water to over川Iow, to reflect residents opinion and so on.

In this paper, we describe the relationship betwee川i the history of the flood control of the Right Ba川Ik

District ofAganogwa一川Iiver and the construe暮ion of Annogawa-River, then evaluate the roles of these two

weirs conternnor且rily.

1はじめに

1997年(平成9年)の河川法改正により､樹林帯

(水害防備林)が河川管理施設として追加された｡これ

は､堤防の破堤による大氾濫はくい止めるが､堤防を越

流して溢れることは受容するというものである｡これま

でも､ ｢氾濫許容型治水｣施設として遊水地及び高規格

堤防(スーパー堤防)などが計画され､建設されてきて

いる｡しかし､ ｢氾濫許容型治水｣の施設を河川法の中

で認めたことは画期的な改正であったと言える｡また､

公聴会等による住民参加を｢必要があると認めるとき｣

と言う限定付きではあるが請っている｡

ここで対象とする河川は､一級河川阿賀野川と二級河

川加治川に挟まれた阿賀野川右岸地区の南部を流れる安

野川である｡この河川の下流部は新井郷川及び福島潟に

流入していた駒林川と大通川の山地部排水を直接､阿賀

野川に排水し､新井姉川排水機場の負荷軽減を目的とし

た放水路である1) ｡この安野川の支川大荒Jt=こは白川堰

及び羽黒堰(以下､ ｢両堰｣と言う)が設けられている｡

両堰は放水路建設以前からある慣行水利権に基づく用水
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分配のために利水施設として建設されている｡しかし､

その管理規程及び細則により､下流の放水路部に溢流及

び破堤の危険性が生じた際には､放水路建設以前の流出

形態に戻し､新井姉川及び福島潟方面に洪水流が流れる

ように換作することが定められている2)｡すなわち､ ｢氾

濫許容型治水｣施設として運用が定められている｡しか

し､両堰の建設時において､十分な住民合意がなされて

いなかったため住民対立を引き起こし､管理規程等に基

づく運用が十分になされていない｡

氾濫許容型治水施設の設置と住民合意は治水計画を立

案する上で今後の重要な課題である｡そのため､貴重な

事例として､阿賀野川右岸地区の開発と治水の歴史と安

野川改修の経緯を明らかにし､安野川流域における今後

の治水対策の方向性について検討することにより､両堰

の今日的な評価を行うこととしたい｡
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(1 )明治以前の治水史

この阿賀野川右岸地区の東側は飯豊山地及び五頭連峰

が連なり､北西側には日本海と海岸砂丘が伸びている｡

そのため､これらに囲まれた中央部は低平地が広がって

いる｡現在の加治川の姿は､明治時代に開削された放水

路により完成されたものである｡このことから､この章

では阿賀野川右岸地区をより広く､現在の加治川右岸域

の―級河川荒川左岸までを想定して治水の歴史を述べる
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圃-1近世初膏の連銀平野と河川

(F洪水と治水の河川史』7)の原田に加暮･書正)

こととしたい｡

新潟平野の古い状況を示すものとして､ 1 06 9年(康

平3年)の越後国地図(康平図)及び1089年(寛治

3年)の越後絵図(寛治図)が伝わっている｡これらの

絵地図ではこの阿賀野川右岸地区はもとより､北は村上

から南は長岡まで現在の新潟平野の殆どが海となってい

る｡これらの絵地図の真偽について明治以降多くの人が

考証してきており､偽物であるとの見解が多い4)｡しか

し,洪水時にはこれらの絵地図のような光景が再現され

るほどの低湿地が新潟平野一面に広がっていたことは間

違いないものと考える｡

1 2世紀には阿賀野川右岸地区に大きな荘園が成立す

るようなっている｡北から奥山荘(現在の中条町付近) ､

加治荘(現在の加治川流域)
､豊田荘(現在の新発田市

付近)
､白河荘(現在の水原町付近)の存在が知られて

いる6)0

しかし､阿賀野川右岸地区の顕著な開発の歴史は1 5

9 8年(慶長3年)に溝口秀勝が新発田城に移封され､

新発田藩が成立して以来である｡それ以前は紫雲寺潟(塩

津潟)
､福島潟､島見前潟を始めとする大小の潟湖が存

固-2 阿暮野川右岸地区現況図

(F加治川治水史集1 *^8)の原画に加暮)

在し､それぞれ繋がっており,その周辺には湿地が広がっ

ていた(図-1参照)
｡また､飯豊山地及び五頭山地か

ら凍れ出る河川はこれらの潟湖群に流入しており､海-

の出口は北の荒川､南の阿賀野川(当時は河口付近で信

濃川に合流)だけであった｡さらに河川自体も乱流し､

整理されていない状態であった(図1参照) 7)0

江戸時代の1 8世紀前半にこの地域に大きな変化をも

たらしたのは,長者堀(現落堀川)と松ヶ崎分水路(堤

阿賀野川の開削である(秦-1参照)
｡長者堀の開削と

菅谷川(現坂井川)の加治川-の瀬替により紫雲寺潟の

全面的な干拓が進んだ(1732年)
｡また､加治川の

洪水だけを日本海に排水する計画で開削された松ヶ崎放

水路は翌年春の雪解洪水により阿賀野川本流となり(1

73 1年)
､加治川の常時水位は低下し､島見前潟は全

面的に干上がり､福島潟もその規模が急激に縮小し,千

拓は一気に進んだ｡

その後は明治になるまで､加治川下流部の瀬替以外に

大きな変化は見られない｡しかし､福島潟は市島家など

の手により徐々に干拓が進められていた9】 ｡

義-1阿王軌l[右岸地区放水蕗の歴史(事考文献3より田辺作成)

放水路名 現河)1r名 完成年 目的 二こ.I

長春堀 落梶川 ー721年(亨保6年) 柴‡寺潟(埴津潟)の干拓
その捷埋蓋し,1732年の散雪氷により洗浄

が安定する.

松ケ時分水路 阿賀野)H ー730年(亨保15年) 加治川の洪水捷除
加治川の志水吐として開削するが.翌年春の

散S洪水により､阿賀野川の本流となる.

胎内川放水路 胎内川 1888年(明治21年) 低湿地の水害解消

加治川分水蕗 加治川 ー914年(大正3年) 阿賀野川との分軌こよる速読防止

新井串川放水蕗 瀬川新井井川分水路 1934年(昭和9年) 阿賀野川との分#fこよる逆涜防止 排水横堀l10m3/s
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L-,-,;.-;_LP.ヾL. 挿拘ゆ蝉■､
胡横山専水路 新井帯川 1967年(昭和42年) 主菜市周辺の湛水被害の軽漉 阿賀野川ヘの放水路,排水機場50m3/s

新発田川放水路 新発白川放水路 1995年(平成7年) 新発田市周辺の洪水捷除

福島潟放水路 2002年(平成14年) 福島潟周辺の湛水被害の軽漉 建設中
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田辺･大熊･中川:

(2)明治以件の治水

明治時代になり､欧米の近代技術の導入されるように

なると､阿賀野川右岸地区の治水対策も急ピッチに進み､

胎内川放水路,加治川分水路､新井郷川放水路などの開

削が進められ､ 20世紀初頭には完成を見た(図-2参

棉)0

しかしながら､鍋底型の地形をしている阿賀野川右岸

地区のほぼ中央に位置する福島潟周辺は依然として湛水

地帯であった｡この福島潟に東部の山地から流れを発す

る1 0本以上の河川が流入し､新井郷川､新井郷川分水

路を通じて日本海に排水されていた｡しかし､新井郷川

の流下断面は小さく､河床勾配も1万分の1以下である

ことから､福島潟とその周辺が遊水地の役目を果たして

いた｡

こうした状況に対して､食料増産の面から阿賀野川右

岸地区と左岸地区(亀田郷地区)において農地開発営団※

により､阿賀野川沿岸大規模水利(排水)事業が1 94

1年(昭和1 6年)から着手された｡右岸地区の事業目

的は次のとおりであった1)0

･新井郷川下流に大規模排水機場を設置し､福島潟及

び新井郷川の水位を低下させ､支川及び農業排水路

の自然排水を可能にする｡

･上記の大規模排水機場の負担を軽減するため､南部

の高位淀城(駒林川上流部､大通川上流部など)の

排水を阿賀野川に直接排水するため､放水路を設置

する｡

※農地開発営団: 1 941年(昭和1 6年)に主要食社等自

給強化1 0ケ年計画が樹立され､この食料自給酎ヒのため

に農地の造成改良を担当する国家代行機関として設立され､

1947年(昭和22年)に閉焦された｡なお､閉焦後に

は事業が農林省に引き推がれ､唱苦手菓｣として#続さ

れたり｡

この事業により､新井郷川などの幹線排水路の改修､

新井姉川排水機場(Q- 9 9m3/s)の建設､駒林川放水

路(現安野川下流部)の開削が進められた｡この事業は

戦後には農林省による土地改良事業(国営阿賀野川農業

水利(排水)事業)として､ 2回の計画変更を経ながら､

最終的には1974年(昭和49年)に竣工している(以

下､ ｢国営事業｣という)
｡また､この事業の一環とし

て今回の話題としている白川堰･羽黒堰が大荒川下流部

において建設されている｡

この｢国営事業｣が進む一方で､福島潟の干拓事業が

計画され､国営干拓のために1956年(昭和31年)

には福島潟を所有していた市島家からの用地買収が開始

された10'o国営福島潟干拓建設事業は1 9 6 6年(昭和

41年)に着手され､ 1975年(昭和50年)に竣工

した｡この干拓により､福島潟の約半分が干拓され､遊

水地効果の減少に対する代償として既に完成していた新

井郷川排水機場の排水能力が9 9Jn3/sから1 1 0m3/sに

増強された｡なお､この干拓事業中の1970年(昭和

4 5年)から米の生産調整が開始され､新規開田も抑制

されることとなった｡このため､福島潟干拓地では事業

同一3新井軌[l偉久的治水対集洗t配分国

(原画:新井#)I[恒久的治水対兼,1968.5)

側の国は水稲以外の作付けを要求し､農地の受け渡しを

受けた農民は水稲以外には適さない土地であるとして大

きな争いになった｡

また､ 1966年(昭和41年) 7月及び1967年

(昭和4 2年) 8月に阿賀野川右岸地区は連年の大水害

を受けた｡このため､新井郷川流域の抜本的治水対策と

して､建設省及び新潟県により｢新井郷川恒久的治水対

莱(以下､ ｢恒久対策｣という)｣が1968年(昭和

43年) 5月に策定されている(図-3参照) ll)｡その

要旨は次のとおりである12)
0

･安野川を完全改修して大荒川を安野川-流域変更し､

福島潟-は流入させない｡

･福島潟の処理は農林省の干拓地を速水地として洪水

調節した後,新放水路(福島潟放水路)東港に流下

させる｡

･新発B])(L太田川は別水路(新発田川放水路)で東

港に流下させる｡

この｢恒久対策｣に基づき､建設省は胡桃山導水路(堤

新井姉川)の開削､胡桃山排水機場(Q-50m3/sの内

30m3/s)の建設及び安野川合流点の安野川水門3門の内

1門(Q-220m3/s)の建設に着手し､ 1 982年(昭和

5 7年)に竣工させている13)
o新潟県は福島潟放水路及

び新発田川放水路の建設に着手し､ 1 99 5年(平成7

午)秋に新発田川放水路が暫定通水し､福島潟放水路に

ついては2002年度(平成14年度)に暫定通水する

予定である｡

(3)河川の現況

この地区で治水事業(局部的な改良を除く)として河

川改修が行われている河川は､最下流部の新井郷川現川､

福島潟･新発田川放水路､新発田川並びに福島潟に流入

する河川のうち流域に山地部の占める比率の高い荒川川､

折居川である(図-4参照)
｡福島潟に流入する塚田川､

大通川等の河川及び安野川流域の河川は土地改良事業で

ある唱営事業｣及びこれに付帯した県営事業で河川改

修が終了している｡この土地改良事業により改修された
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河川の比流量は0.42-1.96m3/s/kn2となっている14) o
ま

た､ ｢恒久対策｣の根幹であると言える安野川について

は､次章で述べる農地の湛水防除事業による改修が始ま

りつつある｡

なお､福島潟放水路はこの地区における放水路開削の

歴史のフィナーレを飾るものである｡これまで福島潟周

辺で何らかの河川改修が施されると､結果としてこの周

辺の干拓が行われてきた｡しかし､この放水路が完成し

ても,これまでのように福島潟の干拓が行われることは

ない｡その理由は福島潟の常時水位は新井郷川排水機場

によりT.P.-0.4m (日本海の潮位は平均T.P.0.5mであり､

海面から見ると約1m低い状態)に維持されている｡こ

のため､福島潟放水路が完成しても福島潟周辺の雨水に

っいて福島潟水位を高めることなしには自然排水するこ

とは不可能である.すなわち､福島海の進水地(計画洪

水位T.P.2.5m)としての役割は残されたままであり､福

島潟放水路は洪水時に福島潟に湛水した水を日本海に排

水することを目的としており､この点では今までの放水

路とは性格が異なるものである｡

3安野川改書の#♯

現在の安野川は-顔河川阿賀野川の一次支川であり､

五頭連峰の五頭山及び菱ヶ岳などから流れを発する大荒

川､安野川､大日川､ ′ト里川などの流れを集め,笹神村､

水原町を経て､京ヶ瀬村法柳地内で阿賀野川に合流して

いる｡流域面積は約6 0k皿2であり､下流部の流下能力は

現況で約9 0m3/sである｡

加治川放水路の完成後,加治Jtは阿賀野川に挟まれた

阿賀野川右岸地区の治水対策は､この地区の全河川が合

流する福島潟及び新井郷川の治水対策に委ねられていた｡

しかし､福島潟は鍋底型の低平地の中央にあり､水位

はT.P. Omに近く､自然排水が極めて困井であった.そ

こで､福島潟及び新井姉川-の負荷を軽減するため､阿

賀野川右岸地区の最南部にある駒林川及び大通川の上流

部を阿賀野川に流域変更することが考えられ､事業化さ

れてきた｡現在の河道は1941年から1974年(昭

和1 6年から4 9年)に行われた国営農業水利事業によ

り大きく流域変更され､河川の付け替えが行われた結果

である｡それ以前は阿賀野川右岸地区の他の河川と同様

に新井郷川及び福島潟に合流する駒林川及び大通川の上

流域をなしていた｡

ここでは､昭和以降の安野川改修の経緯を追うことに

したい｡

(1 )■昔安軌II#水改良事暮(1937-19?9年)
駒林川(下流部)及び新井郷川-の流入を減少させ､

駒林川上流地域の湛水防除を図るための事業が新潟県農

地部により実施された15)
｡阿賀野川右岸の京ヶ瀬村地内

に排水機場を設置し､安野川上流部を排水路でここ-導

いた｡しかし､排水機場の能力は2m3/s余りであり､そ

の規模は小さく､事業完了後も排水不良に悩まされた｡

同一4安8Jtlの現況圃(作成:田辺)

(2)r国営事暮J(1941-74年)

阿賀野)11右岸地区の治水の歴史で述べたとおり､
1 9

4 1年(昭和1 6年)に福島潟及び新井郷川の排水改良､

さらには阿賀野川左岸地区の亀田郷を含む阿賀野川沿岸

大規模水利(排水)事業が農地開発営団の手により着手

された16) ｡

当時,福島潟及び新井姉川の水位は流域の水田より常

に水位が高い状態にあり､ ′ト規模なポンプにより排水し

ていた｡こうした新井郷川及び福島潟の水位を大規模排

水機場により下げることにより､流域の乾田化を図るこ

とが主な目的であった｡

阿賀野川右岸地区当初計画の概要は次のとおりである｡

･新井郷川の湾曲整理,拡幅の改修工事

･新井郷川に東洋一の新井郷川排水機場

(Q-9 0m3/s)の設置

･新発田川下流部の改修を初めとする新井郷川の

各支川の改修工事

･流域南部のT.P.
8. 6m以上の地域排水を駒林川

放水路により阿賀野川に直接排水する｡

駒林川放水路は､当初は山倉川(折居川)
､大荒川(当

時の大通川上流部)そして安野川(当時の駒林川上流部)

の3川のT.P. 8. 6m (駒林川放水路合流点の阿賀野川

計画洪水位)以上の流域排水を合流させ､阿賀野川に放

流する計画であった(3川合流案) 0

この計画に対して水原市街地の住宅の移転が多いこと,

高い堤防で市街地を分断すること､他の地域の洪水だけ

を流すことに納得できないなどの理由から､この3川合

流計画に対して反対運動が展開された17)
｡しかし､敗戦

の混乱や1947年(昭和22年) 1 1月の農地開発営
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国-5河川の付け替えと白川Jt.羽AJt(作成:田辺)

団閉鎖により放水路工事は遅れたものの､事業が農林省

に引き継がれて継続され､水原町山口地内から下流の駒

林放水路は1948年(昭和23年)に完成した(図-

4,写真-1参照).

1 949年(昭和24年)に土地改良法が制定され､

この事業は農林省による国営土地改良事業に切り替える

手続きが行われ､事業計画も次の点を考慮して再検討さ

れた18)
0

･

3川合流反対運動は戦後も継続されていたこと

･耕地整理が進んだことにより､安野川流域の水害が

激増したこと

･水原駅構内の鉄橋を約2m嵩上げすることは不可能

であったこと

･阿賀野川が建設省直轄河川となり､計画高水位が変

更されたこと

その結果､ 3川合流案は廃棄され､山倉川を除き､大

荒川､安野川上流部を駒林川放水路に合流させる2川合

流案に変更された｡また､その法線も山口地内から大野

地までの間について､現河川改修案から､水原町市街地

の南側を迂回する新川開削案に変更され､同町山口地内

で駒林川放水路に接続されることとなった｡また､計画

排水量も大きく引き上げられ､駒林川放水路も拡幅され

るとともに堤防高も嵩上げすることとなった｡このよう

に事業計画が変更され､工事は進められた(図-4参照)
｡

しかし､事業途中の1966年(昭和41年)
､

19

6 7年(昭和42年)に連年の大水害に見舞われた｡こ

の時点で大荒川上流部流域を安野川へ流入させる工事は

なされていなかった｡しかし安野川の流出量は計画の3

～4倍と推定され､下流部で破堤が2箇所起きている19)｡

このことから､流出機構を再検討し､事業計画を再検

写JE-1負林川放水路(安野川阿暮野川台東点付近)

(撮影:田辺､ 1999.8.30)

写暮-2 白川J((片影:田辺. 1999.10.10)

写暮-3羽JUt(lt形:田乱1999.10.10)

討することとなった｡しかし,結果的には安野川等の河

道の計画諸元は変更されず､次の対策を講ずることとし

た(図-5参照) 20)｡

･各河川の上流部に計画洪水流量を導入させないよう

溢流タイプの堤防を設ける｡

･大荒川下流部においては笹神村須走地点大通川合流

点に横溢流堰を設置して､安野川下流部の安全を確

保する｡

また､水原町は河川の付け替えにより災害時に下流に

絶対迷惑をかけないとの公約に反するものとして､農林

大臣宛に土地改良法の規定に基づき､工事の中止を含む

意義申立書を提出している20)｡これに対して,農林省北

陸農政局長は､北蒲原郡土改理事局､水原町長及び耕作

農民代表と次の内容の協定を交わした(図-5,写真-

2･3参照) o
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国16 安野川の尭t配分国(作成:田辺)

･笹神村白川地点に調整堰を設け､安野川に支障のな

い範囲内において大荒川の排水を流入させる｡

･大荒川羽黒地点に分水堰を設けて調整し､白川堰と

ともに過量の排水を導入させない｡

･これらの堰の管理規程を定め､水原町長と協議する｡

こうして､ ｢国営事業｣は継続され､ 1974年(昭

和4 9年)に3 0年以上に渡った事業は竣工した｡

このように流域変更に伴う放水路の建設を受け入れる

条件として,上流部で計画洪水以上の洪水流を場内地に

氾濫させるという近代以降の河川改修としては事例の少

ない方法が採用された(図-6参照)
｡しかし､堰周辺

の住民に十分に説明されておらず21)
､また氾濫に対する

代償措置も講じられていないため22)
､現在まで洪水の度

に大きな問題を残すこととなった｡

(3) gL昔Jt用地保全施設亜書(溢水防B)事兼

(1998*-)

｢国営事業｣の完了後､流域内の排水路の改修､公共

施設､宅地等の造成が進んだことによるピーク涜出量が

増加し､また地盤沈下による排水施設の機能が低下して

いる｡そのため湛水被害が増加していることから､湛水

防除対策として､安野川､大荒川及び小里川(普通河川)

並びに排水機場の改修が､県営農用地保全施設整備(港

水防除)事業(以下､ ｢県営事業｣という)として進め

られている23)
o

河川改修計画の概要は以下のとおりである｡

事業 期 間 1998年(平成10年)
-

改修 区 間 安野川:阿賀野川合流点-

七浦川分派点

大荒川:安野川-白川橋

(白川堰直下流)

計 画規模 1/30 (3日間雨量)

計画高水流量 219m3/s (q-3. 7)

1 998年度(平成1 0年度)は測量及び全体設計を

行い, 1999年度(平成11年度)からは用地買収が

始められている｡事業期間としては1 5年程度としてい

る｡

(4)安野川の現況

｢恒久対策｣で検討された計画洪水流量6 6 0m3/sに

対して､現況の流下能力は約90m3/sである｡なお､ 1

998年度(平成10年度)から始まった｢県営事業｣

における計画高水流量は2 1 9m3/s (超過確率1/3 0)

であり､この計画洪水流量は､計画比流量について県内

の同種同規模河川と比較してもそれほど低い計画ではな

く､安野川流域の土地利用の現状から勘案して妥当なも

のであると言える(図-7参照)
24)0

4 大玉川･塚口川の治水計画上の位tづけと現況

大荒川は笹神相羽黒地点(羽黒堰)において､大通川､

塚田川に分派し､福島潟に流入していた｡しかし, ｢国

営事業｣により､大荒川は安野川に付け替えられ､大通

川は白川堰､塚田川は羽黒堰が河川法指定上の基点となっ

た｡また､建設省と新潟県が策定した｢恒久対策｣の検

討段階で､大荒川については｢国営事業｣の計画流量

(30m3/s)を除いた流出量を大通川に流す案と安野川を完

全改修して大荒川は福島潟-流入させない案が検討され､

既に述べたように最終的には後者が採用された25)
｡こう

して法指定上も治水計画上も大荒川は安野川の支川とな

り､逆に大通川､塚田川は大荒川から分離され山地部の

比率の少ない低平地河川となった｡

なお､大通川､塚田川の現況比流量は約1. 5 (大荒

2D

計

画も

比
流
暮
粘
与

℃

-134-

○

Q

●

.S

t'

0

0

o
o

o
●o

O

O

●

8 末&溢

oo O ◎安打川拒邑久対韓) ●

o o

o

●oo●∫
● ●

.
.

++....I..

●

○
●

O
o

V

○

増勢法相)●

大i川(枇)▲憾ir
◎矧りCER況)

6 t) eD m 5m 孤

流 坪 面 7I (Kn2)

園-7 新潟gL内河川の比涜J圃と安野川

(事考文献24の原図に加暮)



川からの流入を考慮しない)であり､この地区の他河川

と比較して低いものではない(図-7参照) 26)｡

5 両堆の境態と管理

｢国営事業｣による大荒川の安野川-の流域変更に伴

い､安野川の流下能力(計画洪水流量)を超える洪水時

には､安野川に流下能力以上の洪水を流入させないため

に､大荒川に白川堰(新築)及び羽黒堰(改築)が建設

されている｡両堰の機能と管理規程及び管理者は次のよ

うになっている｡

(1 )白川堆の8態と管理規程

白川堰は大荒川を安野川に付け替えるにあた･り､新た

に設置された堰である｡この付け替えにより､大通川は

山地部を持たない低地河川になった｡しかし､大通川の

笹神村須走地内には須走堰(図-5参照)があり､水原

江(大通川､主として水原町をかんがい)と潟端江(主

として笹神村をかんがい)とに分水され､分水量は水原

江が57%､潟端江が43%であった27)｡この堰は1 8

26年(文政9年)には､配分に対する訴訟が出されて

おり､その歴史は古い28)0 1894年(明治27年)に

は,須走堰普通水利組合が設立されている29)
0

白川堰はこの大通川にある須走堰に用水を供給するた

めに新設された補償施設であり､主機能は大通川-の用

水の供給である｡しかし､ ｢国営事業｣の実施に伴う協

定書20)に基づき､当堰の上流右岸側には横溢流堰が設け

られている｡また､白川堰管理規程等2)により､管理者

は下流の安野川が溢流ないしは破堤の危険性のあるとき

などの洪水時には主ゲートを閉鎖し､下流-の放流を止

田辺･大熊･中川:

めることとなっている｡すなわち､下流の安野川が危険

な状態になった時には､主ゲートを閉鎖し､右岸側の横

溢流堰から大荒川の付け替え前の流路である大通川方面

-洪水流を氾濫させる構造となっている(写真-2,図

-8参照)
｡

(2)羽鳥堪の4L能と管理

羽黒堰の歴史も古く､ 1860年(万延元年)に分水

堰を修復した記録が残されており30)､ 1893年(明治

2 6年)には羽黒堰普通水組合が設立されている｡上江

(塚田川､笹神村をかんがい)と下江(大通川､水原町､

笹神村をかんがい)とに分配する堰であり,分配量は上

江が45%､下江が55%である3り｡

この堰も白川堰と同様に従来の慣行水利権を分水する

ための利水施設として｢国営事業｣により改築された｡

しかし､大荒川上流部の安野川-の流域変更に伴い､塚

田川を大荒川から分離する役割を同時に担うこととなっ

た｡さらには,協定書20)に基づき､塚田川-の用水取り

入れは樋管構造ではなく､大荒川に設けられているゲー

トと同じ構造の巻き上げ式のゲートとなっている｡巻き

上げ高は大荒川と同じ高さであり,堰幅は用水の分配量

の比と同じ大荒川ゲート1 1mに対して塚田川ゲート9

mとなっている(写真-3,図-9参照) 0

羽黒堰管理規程等2)により,管理者は大荒川下流部の

堤防が溢流する恐れがあるときなどの洪水時には大荒川

ゲート､塚田川ゲートともに全開することとなっている｡

すなわち､大荒川下流部が危険な状態になったときには

大荒川ゲート､塚馴げ-トを全開し､洪水流は用水の

分水量と同じ比率で塚田川にも流れる構造となっている｡
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(3)両J(の管理者

両堰の管理者は､それぞれの関係市町村長及び関係土

地改良区理事長からなる管理委員会であり､その長とし

て白川堰管理委員会は水原町長,羽黒堰管理委員会は笹

神村長となっている2)｡また､両堰は利水専用施設では

なく洪水流の調整も行う治水施設でもあることから､一

級河川指定区間管理者として新潟県知事も管理者である｡

そのため､兼用工作物として施設の維持､修繕(管理

上重要なものを除く)及び換作を白川堰については水原

町が､羽黒堰については笹神村が行うことで協議が成立

している32) 0

6 両JEにおける水書時対応と我災状況

(l )3&去の水害時の対応と被災状況33)

1978年(昭和53年)のいわゆる6. 26水害で

は阿賀野川右岸地区も大きな被害を受けた｡

安野川流域では､安野川と大荒川合流点付近の大野地

地区(位置は図-4参照)は両河川に挟まれているため､

湛水位の上昇により家屋に浸水し､また､大荒川左岸堤

で破堤の危険性が生じた｡このため､白川堰管理規程に

基づき白川堰を閉鎖しようとした｡しかし､右岸側(溢

流堰側)住民の反対により白川堰のゲートは閉供されな

かった｡下流でこのような被害が生じたにも拘わらず､

白川堰右岸地区の被害は田畑-の浸水程度に留まった｡

また､羽黒堰は管理規程に基づき開放されており､塚

田川沿いに床下･床上浸水の家屋が生じている｡

(2) 1 998年8月洪水時のqEの運用と*災状況

a) 1998年8月洪水の状況

阿賀野川右岸地区は1998年(平成10年) 8月4

写暮-4 大兼川下東部の洪水状況

(撮影:水原町､ 1998.8.4)

日及び12日の2回､豪雨に見舞われている｡ここでは

8月4日豪雨時における対応と被災状況について述べる｡

水原町で観測された降雨の状況は次のとおりである34) 0

･時間最大降雨 86.5mmぐ8月4日5:00-6:00)

･総雨量
275.Omm (8月4日0:00-14:00)

この豪雨では新潟地方気象台観測で6 0分最大雨量

97m恥 日雨量で265mmとなり,観測史上最大の値を記録し

ている35) 0

阿賀野川右岸地区でも福島潟周辺を中心に各地で浸水

被害が発生し､新井郷川(福島潟放水路)は河川激甚災

害対策特別事業に､また折居川及び荒川川は災害復旧助

成事業に採択され､復旧工事が進みつつある｡

この豪雨では大荒川及び安野川の水位は急激に上昇し､

各地で湛水被害が広がった34)
｡大荒川に架かる県道橋大

野地橋地点の水位を見ると､堤防高までの余裕が8月4

日早朝から1mを下回り,ピーク時には0. 3m未満と

表-2 白川J(･羽JLJ(のf理規程及び■朋にJ;づく洪水f戎体朝･洪水時の対応(事考文IE2よりEE)辺作成)

白
川
堰

羽
黒
堰

洪
水
菅
戒
体
制

洪
水
書
戒
体
制

･堪の水位が12.35mを超えると予測されるとき

･70mm以上の降雨量を記録し又は予測されるとき

･羽黒堪で30m3/s以上の放流量

･安野川下流部で警戒水位(堤防下2.Om)以上

･関係市町村が定める防災計画による 戒体制時

･85mm以上の雨

･羽黒堰の放流量が32m3/sに達したとき

･安野川下流部の水位が堤防下1.5mに達したとき
関係市町村の防災計画により洪水と認められたとき
■ ● ■l ■ 一■■ ■ 一■■ ■ ● ■ ● ■ 一 ■■■■ 一 一 一 ● 一 ● 一 一 ■ 一 一 ● 一 ■ ● ● 一 ■ ■ ● 一 ■l - 一 一 一 ■l

安野川下流都が危険な状態になったとき

(水位が堤防下1.Ommに達したとき,破堤が予想されるとき)

･堪の水位が26.65mを超えると予測されるとき

･70nm以上の降雨量を記録し又は予測されるとき

･大荒川下流護岸天端下20cmに達したとき(30m3/s)

･関係市町村が定める防災計画による響戒体制時

･機械･蕃具の点検等

･堰の水位を10.50mまで低下させる

･取水ゲートの閉鎖

･放涜にあたっては充分下流部の安全を確認する

I I I I I I I I L 1 1 1 1L I I I I I I I I
t

I
I

I IP
L

I
A b J

I
I I t 1 1 I I I I I t I I I 4 I J I L t 1 4

･主ゲートをFItし.下まへの放まを止める

･同上にあたっては,大通川下流流域に通報する

･機枕･器具の点検等

･tの水位を23.50-23.70nとなるよう大兼川ゲートの
操作によL)妊下させ.大荒川ゲートは#放する

･取水ゲートの閉僻

･塚田川ゲートの開度は0.20から0.30m程度とする

･大荒)11ゲートの開放にあたっては下流部白川堪管理者に通
の上処置する

常に堰の水位に注意し､ゲ- トの操作に万 全を期すること

･85mm以上の雨量記録に達したとき

･関係市町村の防災計画により洪水と認められたとき

･大荒川下涜都の涜量が32m3/sに達したとき

･関係河川が危険な状態になったとき

･壕削11ゲートを操作し､大荒川計画高水位を上まわることのな
いよう務めるo

一大兼川堤肪を溢主するときは､守田川ゲートを全市する｡

･塚田川ゲートを全開するときは､塚田川下流流域に対して通
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なり､溢水の危険性が生じていた｡大野地地区は大荒川

に合流する七浦川(旧安野川)の排水が困難となり､こ

の地区の湛水深は急常に上昇し､全戸が床上浸水となっ

た｡さらに水位は上昇し､大荒川の堤防よりも高くなり､

堤内地から河道側に溢流している｡さらに下流の安野川

右岸では堤防の亀裂が発見され､水防活動が行われた｡

b)白川Jtの運用と被災状況34) ･36)

降雨量及び安野川水位は白川堰の管理規程等による洪

水時に相当し､主ゲートを閉鎖し､下流-の放流を止め

る措置を執るべき状況となっていた｡

主ゲートは下流水位の状況を見ながら操作が行われて

いた｡しかし､地元住民が見守る中､主ゲートは完全に

閉鎖されることはなく､横溢流堰から一時的に溢水し､

大通川に流下したに過ぎなかった｡

白川堰右岸の笹神村須走地区周辺では田畑や道路の冠

水被害は生じているものの､住宅の床上･床下浸水は報

告されていない｡

c )羽JL堆の運用と被災状況36)

白川堰と同様に､降雨量及び下流大荒川及び安野川の

水位は羽黒堰の管理規程等による洪水時に相当し､大荒

川ゲート･塚田川ゲートともに､全開する措置を執るべ

き状況になっていた｡しかし､大荒川ゲートが全開され､

塚田川ゲートも徐々に開放されていったが､塚田川ゲー

トの開度が6 0
cmに上げられた以降は,換作員が羽黒

堰-行けない状態となり､結果的には管理規程等に基づ

く操作は行われなかった｡

このため､大荒川ゲートは全開､塚田川ゲートは開度

6 0
cmのままの状態が続き,大荒川下流及び安野川の

水位は上昇した｡塚田川ゲートは全開されなかったわけ

で､塚田川方面-の流下量は管理規程に基づく流下量よ

りは少なかったものと想定される｡

このように､塚田川ゲートが全開されなかったにも拘

わらず､塚田川沿川の3地区で2 6軒もの床上浸水を初

めとして､多数の床下浸水､田畑の冠水被害などの被害

を受けている36) o

7 両Jtの運用に対する閉息点

(1)白川4運用の閉息点

白川堰については､管理規程等により､下流部が洪水

の際には､主ゲートを閉鎖することとなっている(表-

2参照)
｡しかし､右岸(溢流堰側)の地区住民の反対

により､管理規程等に基づく操作ができない状態にある｡

特に､ 1978年(昭和53年) 6月の水害, 199

8年(平成10年) 8月の水害では､下流河川の溢流及

び破堤の危険性があり､下流河川の周辺では湛水被害が

拡大し､明らかに洪水時の措置をするべき状況にあった

にも拘わらず､主ゲートを閉鎖することができなかった｡

一方で白川堰右岸側集落では田畑の浸水以外に大きな被

害は生じていない｡

(2)羽黒4運用の同点点

羽黒堰についても､管理規程等により､計画洪水を上

口辺･大貫旨･中川

回るとき及び大荒川下流部が溢流及び破堤の危険性のあ

るときには､大荒川ゲート､塚田川ゲート双方を全開し､

改修以前の形で洪水流を分配することとなっている(秦

-2参照) 0

1 978年(昭和53年)水害では管理規程等に基づ

き､塚田川ゲート､大荒川ゲートともに全開されている33)｡

しかし､ 1998年(平成10)年8月水害では大荒川

ゲートは全開され､塚田川ゲートは全開されていない状

態であった｡これは堰の操作不能の事態となったためで

ある｡その後の洪水では両ゲートを全開している36) ｡

しかし､塚田川ゲートの直下流には集落があり､また

ここを流れる塚田川の河積は塚田川ゲート流下断面より

も狭小である｡このため､前述のごとく､塚田川ゲート

を全開した場合にはその下流域に大きな被害をもたらす

にも拘わらず､操作規程等に基づくゲート換作がなされ

ている｡

(3)両Jtの5E用の差異について

このように白川堰と羽黒堰とでは､洪水時の対応が異

なっている｡その運用の違いが生じている原因は次のご

とくではないかと考える(図-6参照) ｡

羽黒堰については､ ｢国営事業｣による改築以前から

塚田川と大通川はこり堰により分水されていた｡また､

改築前は塚田川が本流であり､大通川は分岐した形となっ

ており､洪水時にはむしろ塚田川方面に多くの洪水が流

れていたと考えられる｡そのため､この堰の改築により､

むしろ大通川方面に多くの洪水流が流れる構造となり(図

-8参照) ､堰周辺の住民としては､この堰の運用方法
が受け入れやすいものであったと考えられる｡

一方で､白川堰は農業用水の代償施設であるとはいえ､

新たに設けられた堰であり､その運用に対する歴史的背

景がなく､また運用方法が十分に周知されていなかった

のではないかと考えられる｡特に､洪水時に河川の主ゲ

ートを閉鎖し,下流-の放流を止め､溢流させるという

手法自体が周辺住民に理解されなかったのではないかと

考える｡

次に羽黒堰は洪水流を河道に流下させる構造であるこ

とに対して,白川堰では大通川の流下断面が小さく､ま

た､右岸側の堤防そのものも低いため､横溢流堰から溢

流した洪水流は大通川に流入せず､さらに堤防を溢流し

て田畑に溢れる構造となっている｡こうしたことから､

地区住民としては堰の構造とその運用方法に対して受け

入れがたいものが今でもあるのではないかと考えられる｡

8 これからの治水計画のあり方と両J(の今日的辞書

(1)治水計画のありかた

近年､時間1 0 0mmを超えるような降雨が全国各地で

観測され､頻発するようになってきている｡こうした豪

雨に対応した河川改修を各地で実施することは空間的に

も経済的にも困難な状況にあると言っても過言ではない｡

また､少子化･高齢化の進展により治水事業などに対

する公共投資も減少すると予想され､これまでのような
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阿賀野)l[右岸地区における氾濫許容型治水に関する研究

ハードな手法に偏した治水対策は困難となりつつある｡

こうした状況に対して､高橋は｢豪雨と大洪水に遭う

頻度の高いアジア･モンスーン地域において､沖積平野

の氾濫を防ぐのは容易な業ではない｡この地域では､有

史以来､大洪水をコントロールすることは不可能と考え､

どのように洪水と共生するするかに知恵をしぼってき

た｡ ｣との認識の基に､ ｢治水計画を樹立する行政は､

洪水をコントロールするのではなく､洪水による被害を

いかに軽減するかを､施設構築の--ド手法に偏するこ

となく､土地政策､緊急時の危機管理対策などのソフト

手法と融合する新たな治水システム構築すべきである｡ ｣

と提案している38) o

また､大熊の提案している｢水害対応策のあるべき姿｣

を要約すると次のとおりである37) 0

基本琵*
:自然を完全に押さえ込むので[まなく.白魚

と共存し､自然の幸一水害-もある竜虎我

浸する｡

そのことにより､自然の一缶にしか過ぎな

い人Fqが,自然の中で成長していくことに

なり,社会を形成していく上でも､人間同

士のお互いの理解に役立てる｡

基本方針:

①守るべきところは重点的にt底的に守る｡

②それ以外の地J*ではrある程度の洪水Jまでの氾

濫は防ぎ.それを超えるような洪水に対しては耕

捷的に各地に溢水･氾濫させ､被害を可能な限り

分散･公平化する｡

氾正に対する対応策:

① 地形や[日雀を利用した氾濫区J*の分割化

② 浸水に強い土地利用

③ 家長の高氏化

④ 水害防書林などによる堤防の強化

⑤ 被青書の救済に務める｡

また､建設省土木研究所の末次らは｢氾濫許容型治水

方式は避難や防災教育を含めた被害軽減対応策措置と相

まって､はじめて新たな発想の流域管理(氾濫原管理)

が可能になる｣と述べている(図-1 0参照)
39)o

1997年(平成9年)に河川法が改正され､ ｢必要

があると認めるときは｣ ､ ｢公聴会の開催等関係住民の

意見を反映させるために必要な措置を講じなければなら

ない｡ ｣として､住民参加を譲っているo 地域の治水計

画策定については､その全てが｢必要があると認めると

国-10 新たな発想の淀城管理(原図:事考文献39)

きは｣に該当するものであり､特に氾濫型許容型治水を

採用する場合には必須の条件であると考える｡

改正河川法においては､住民参加の手続きについて都

市計画法における公聴会や縦覧のように明確に定められ

ていない｡また,都市計画法では公聴会は必要に応じて

素案が固まった時点で､また､縦覧は原案が確定した時

点で行われている｡しかし､素案策定の早い段階から地

域住民団体などとの協議を行い､共通認識を醸成する必

要がある｡このためには治水計画案の作成時における関

係する地域団体､住民団休等との協議を計画策定のため

のプロセスとして位置づけることが必要であると考える｡

川､人･地域､自然との新たな関係を再構築すること

が求められている｡そのためには近代以降の治水事業の

成果を土台に､流域の土地利用,農業経営､住宅の構造

と立地､避難方法などソフトな手法による治水対策につ

いて近代以前の川とのつきあい方を学ぶことが必要であ

る｡

今後､こうしたことを流域住民の共通の認識とするこ

とが必要である｡流域住民､地元町村及び河川管理者と

が河川に対する基本認識を共有し､ 3者が共同で氾荘に

対する対応策を講じることが求められている｡

(2)安野J]Iの治水計画のあり方

表- 3にこれまでの安野川における治水計画の変遷を

まとめた｡安野川は､新井郷川排水機場及び福島潟放水

路･新発田川放水路とともに｢恒久対策｣の根幹となる

施設である｡この計画の名が示すとおり､安野川が福島

潟放水路などと同一レベルの計画による改修がなされた

時点において､阿賀野川右岸地区の治水安全度は一定レ

義-3 安野川の治水計画の変3(事考文献l, ll. 23より田辺作成)

憎元 降雨徒事 計画降雨暮

安野川下流部 大荒川下流部

傭考′｢l=_l=

計画流■ 比流I 流域面耕 計画流1 比流暮

事兼名等 EZ5] (nd/s) (nd/s/km2) (ha) (nd/s) (rrB/s/km2)

当初計画 1/30
山地178.4nTn′d

平地144.1nTrVd
8542 49_6ー 0.58 2642 26.58 1.01

阿‡野川Jt‡水利事

(r宵宮事実｣)
羊l国交王 1/15

山地168_OnTn/d

平地109.6nTm′d
6586 93.76 1.42 1832 32ー32 I_76

‡2回変更 1/15 同上 5947 93.7¢ 1,58 2200 32.32 1.47 現況I庁面

新井井川恒久的治水対策

(r恒久対策｣)
1/50

山地353mm′d

平地謝mnVd
5947 660 ー1_ー0 22∞ 230 10.45

J&用地保全施穀整備(湛水防除)I

(｢県営事兼｣)
1/30

LIJ#75mrn/3d

平地282rnm/3d
5947 218.891 3.68 22(I) 80.975 3.68
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ベルまで達することとなる｡

しかし､現況の流下能力は約9 0m3/sであり｢恒久対

策｣で検討された計画洪水流量に対して､約1/7であ

る｡安野川を｢恒久対策｣のレベルまで計画規模を上げ

て改修することは､安野川沿川の住民合意及び事業費の

面から困難であることが予想される｡なお､ ｢恒久対策｣

に基づく安野川改修費については､福島潟放水路建設費

(現在事業費は約7 0 0億円)に相当する額が算定され

ている(1 968年当時で福島潟放水路約63億円に対

して安野川改修約6 6億円) ll)｡また､現計画に対して､

大荒川を以前のように大通川又は塚田川に流入させる案

や上流にダムを建設する案も考えることは可能であ､る｡

しかし､前者は｢恒久対策｣検討時に原案よりも総事業

費が高くなることから採用されていない11)｡また､後者

については上流部の五頭連峰は山が浅く､ダム適地がな

いことから実現不可能である｡

これに対して現在進みつつある｢県営事業｣における

計画高水流量も｢恒久対策｣と比較すると1/3の計画

高水流量であり､目標としている治水安全度に比較して

低いものであるo しかし､計画比流量については県内の

同種同規模河川と比較してもそれほど低い計画ではなく

安野川流域の土地利用の現況から勘案して妥当なもので

あることは前に触れた(図-7参照) 24)o

このように､ ｢県営事業｣による計画規模は安野川流

域単独では妥当な規模と考える｡しかし､阿賀野川右岸

地区がめざす｢恒久対策｣の計画規模よりは低いことに

加えて,安野川改修の経緯から下流部での氾濫を防ぐた

め､上流部での超過洪水対策を講じておくことは必要で

あると考える｡

(2)丙4の今E]的辞書

以上のことから､安野川改修における両堰の役割を見

ると､ ｢国営事業｣遂行に際してやむを得ない事情があっ

たにせよ､白川堰､羽黒堰が氾濫許容型治水施設として

設置され､管理規程等によ19超過洪水を想定してゲート

操作方法を規程していることに対して積極的な評価に催

するものがあるoまた､今後の安野川治水計画において

も必要不可欠な施設である｡

しかし､一方では特に白川堰をついて､次のようなマ

イナスの評価も与えなければならない｡

･堰の機能について､住民の合意が形成されていない｡

･堰の運用について､住民に十分周知されていない｡

また､流域共有の認識となっていない｡

･土地利用について､氾濫に配慮されていない｡

･代償措置について､被害を受けたときの対応がなさ

れていない｡

･管理方法について､地元市町村に管理委託されてお

り､流域全体の状況を勘案した堰の運用ができない｡

また､羽黒堰においては､堰の機能と運用について今

のところ地域住民の理解は得られている｡しかし､これ

は河川管理者が提示した氾濫許容型治水を認知した結果

ではなく､歴史的な背景による消極的な受け入れではな

田辺･大貴旨･中川:

いだろうか｡このため､世代交代などにより堰の機能と

運用に対する理解度は薄れることが懸念され､マイナス

の評価は白川堰と基本的には同様であると言える｡

すなわち､両堰の機能と運用は安野川流域における共

通の基本認識となっておらず､また｢氾濫に対する対応

策｣もなされていないo

しかし､以上のマイナス評価は河川管理者だけで解決

できる問題ではない｡両堰を今後とも氾濫許容型治水施

設として河川計画上位置づけるためには､改正河川法の

趣旨に基づき､氾濫区域の土地利用､氾濫に対する代償

措置等を河川管理者として提案し､住民の理解と同意を

得ることが必要である｡なお､町村に管理を委託されて

いる両堰の管理については､早急に管理の一元化を図る

ことが必要であると考える｡

なお､両堰が計画通り機能すれば､氾濫流は福島潟に

流入する｡しかし､この超過洪水が福島潟及び福島潟放

水路の治水計画に及ぼす影響は検討されていない｡両堰

を積極的に位置づけるためには,福島潟及び福島潟放水

路の計画に対する影響を検討することが必要である｡

9 まとめ

以上､阿賀野川右岸地区治水の歴史と安野川改修との

関係及び安野川流域における二つの堰の役割について調

査した結果､次のことが言えるo

①阿賀野川右岸地区の歴史は潟湖及びその周辺の低湿地

の開発と放水路開削の歴史である｡

②現在､段階的に施工を進めている福島潟放水路は､完

成すればこうした歴史のフィナーレを飾るものとなる｡

しかし､この放水路と対をなす安野川上流部及び大荒

川上流部の阿賀野川-の付け替えは不十分である｡

③現況の付替水路(安野川下流部)の規模が小さいため､

安野川の支川大荒川には､超過洪水時又は下流河川堤

防が危険な状態になったときに､大荒川の洪水流を付

け替え以前の流出形態に戻すよう計画されている｡

④安野川の阿賀野川-の付け替えを福島潟放水路と同じ

｢恒久対策｣レベルの規模で実施した場合には､福島

潟放水路に匹敵する事業となる｡

⑤大荒川の下流部であった大通川､塚田川は法指定上も

治水計画上も大荒川から分離されている｡また,この

地区の他河川と比較して現況流下能力は低いものでは

ない｡

⑥白川堰及び羽黒堰はこの氾濫許容型治水の根幹となる

施設であるoしかし､白川堰については､管理規程等

に基づくゲート操作が行われておらず､その機能を発

揮するような運用がなされていない｡

⑦白川堰は昭和4 0年代に新たに設けられた施設であり､

羽黒堰は明治以前から設けられていた施設である｡両

堰の運用方法の相違は､両堰の歴史的背景が異なるこ

とによる周辺住民の認識の違いに起因する｡

⑧今後の治水事業の展開を勘案すると､安野川を｢恒久

対策｣レベルで改修することは困難であり､氾濫許容
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型治水として､両堰を積極的に位置づけることが必要

である｡

⑨氾濫許容型治水を流域住民の共通認識とするための合

意形成を図る必要があり,また､これに対応した代償

措置や土地利用対策を進める必要がある｡

10 今&の辞JE

本論文は文献調査及び関係町村役場に対する聞き取り

調査を行った結果に基づき,阿賀野川右岸地区の開発と

治水の歴史と安野川の関係を明らかにした上で,安野川

の治水の方向性を探り､白川堰･羽黒堰を氾濫許容型治

水施設として評価を行った｡今後は直接の当事者である

両堰周辺の住民に対する聞き取り調査を行い､両堰に対

する住民の意識を分析し,この流域における氾濫許容型

治水に対する方向性を探る必要がある｡

また､新潟県内外における一定規模以上の洪水に対し

て氾濫させる事例､樹林帯(水害防備林)
､水害に強い

土地利用形態､人為的破堤､遊水池などの氾濫許容型治

水方式及び水害保険や基金などの氾濫に対する代償措置

に関する事例を個別性･関係性の視点から調査･検討し､

川､人･地域､自然との新たな関係の再構築についての

研究を継続`していきたい｡
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